








1.序言 

昭和 49 年度から全国規模で実施された学校検尿は、大筋ではほぼ同じように実施されてい

ると思われるが,実際の検査法やシスデムは各地域毎に様々であることが本研究班班会議

の報告の中でも明らかにされた. 

どの方法が良いかは諸条件できまることでもあり,一概に言うことはできないが,早朝尿か

登校尿か,異常者は試験紙法(+)以上か(±)以上か 1)あるいは三次精検方法如何によって,

発見される異常者の範囲が異なってくる. 

神奈川県の学校検尿は,昭和 39 年から試験的の開始され,対象を拡大しながらシスデムを

作ってきた.初期は異常者を見逃さないことを目標にしていた.しかし,現在は微少血尿と

して理解ざれている枕渣所見を示す例の管理などの over diagnosis による弊害 2)を除く

必要に迫られ,異常者の判定基準の改訂 3)を行い,さらに腎疾患児鯵るいは尿異常者を適

性に管理するための判定委員会を組織してきている. 

目指すところは,スクリーニングから診断,治療,生活管理まで,一貫した方法で行い異常の

発見された生徒が自己管理できるようトータル・サポートすることにある.4) 

60 年度は,神奈川県の学校検尿事後管理システムの柱である判定委員会方式で管理されて

いる生徒と,校医方式で管理されている生徒の管理あるいは暫定診断の違いを明らかにす

る. 


